
Ⅰ）基本方針の進捗状況

※施策数（実施項目）と評価の数に相違があるのは、一つの項目が複数の課にまたがるため。

Ⅱ）評価結果

第三次南風原町男女共同参画計画（まじゅんプラン）進捗状況報告
（令和４年度分）

　令和４年度から令和13年度までを計画期間とする第三次南風原町男女共同参画計画（まじゅん
プラン）は、「すべての人が互いを認めあい、共に支えあう、黄金南風の平和郷」をキャッチフレーズ
に、憲法の保障している基本的人権の尊重と男女平等を基本理念に、男女共同参画の実現を目
指すため、５項目の基本方針を定め、それぞれの基本方針を基に具体的な取り組みを実施してい
ます。
　また、第三次南風原町男女共同参画計画（まじゅんプラン）で定めた実施事項の取り組みについ
ては、毎年度評価・検証を実施することになっており、令和４年度の評価・検証結果をとりまとめま
したので、次のとおり報告します。

実施計画の取り組み事項の進捗状況を次の４段階に分けて評価しました。
　(A.実施できた B.概ね実施することができた C.一部しか実施できなかった D.実施できなかった)

まじゅんプランの基本方針（施策数）
A

実施できた
B

概ね実施
C

一部実施
D

未実施 計

16

 ２．女性活躍のための方策の推進
（13） 22 2 2 5 31

 １．男女共同参画への意識づくり
（13） 14 0 2 0

29

 ４．仕事と生活における男女共同
参画の推進（16） 21 4 0 0 25

 ３．多様性を尊重し、すべての人が
共に安心して暮らすための支援充
実（16）

23 3 0 0

　令和４年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら各事業に取り組んできました。そ
の結果、A評価は81.9％、B評価は8.6％、C評価は3.8％、D評価は5.7％となっており、A評価と
B評価を合計すると90.5％で順調に事業実施していることが確認できます。また、Ｄ評価につい
ては６項目ありますが新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が実施できなかったた
めで、引き続き計画を推進できるよう努めてまいります。
　男女共同参画社会を実現するための解決すべき課題は非常に多岐に渡るため、今後も引き
続き周知・啓発等を実施し、一人一人の意識変革と、行政、町民、民間企業、地域団体等が一
体となって取り組んでいく必要があります。

7

実施項目（64） 86 9 4 6 105

 ５．多様性の視点を踏まえた平和
への貢献と多文化理解の推進（６） 6 0 0 1

A 実施できた
81.9%

B 概ね実施
8.6%

C 一部実施
3.8%

D 未実施
5.7%

基本方針の進捗状況



第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価

方針１．男女共同参画への意識づくり

(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動等の推進

①多様な媒体を通じ
た広報・啓発活動

　ホームページやＳＮＳ等の様々な媒体を
通じて、男女共同参画の重要性及び必要性
について、広報・啓発を今後も継続して行
います。また、子どもから大人まで分かり
やすい情報の発信を行います。

・第三次南風原町男女共同参画計
画～まじゅんプラン～及び概要版
をホームページに掲載した。
・パネル展においてまじゅんプラ
ンのダイジェスト版で作成してい
る４コマ漫画を掲示し、子どもが
理解しやすいよう工夫した。
・男女共同参画週間のパネル展の
開催についてホームページやＬＩ
ＮＥ等に掲載し、広報・啓発活動
を継続して行った。

・子ども向けに分かりやすく解説
した男女共同参画計画についてパ
ネル展等で4コマ漫画の掲示等を
行ったが、情報発信について工夫
が必要である。
・情報発信に関し、ホームページ
以外にも新たな広報媒体の活用を
検討する必要がある。

・今後は、子どもから大人まで町
民の周知度と、理解を深めていく
ために町の公式ＬＩＮＥの活用な
ど、新たな広報媒体活用について
検討していく必要がある。

Ａ

②男女共同参画週間
等の機会を通じた啓
発

　第三次男女共同参画計画～まじゅんプラ
ン～の周知を図るため、計画のダイジェス
ト版による周知・広報啓発を行います。ま
た、講演会などを開催し計画の周知を図り
ます。

・男女共同参画週間（6/23～
6/29）の期間にイオン南風原の
「南風原ギャラリー」や役場ロ
ビー等にてパネル展を開催しまし
た。
・町の広報やホームページにおい
ても男女共同参画週間を周知する
ページの公開を行った。

・ショッピングセンターや役場等
のパネル展示だけでは、学生等へ
の周知が不足してしまうため、学
生や児童生徒にも周知する機会を
増やしていく必要がある。

・児童生徒への講演会を開催する
など、ジェンダー平等の学習機会
の検討をしていく。
・出前講座等、学生向けに周知を
行う機会があれば積極的に参加す
る。

Ａ

③第三次南風原町男
女共同参画計画～ま
じゅんプラン～の周
知

　第三次男女共同参画計画～まじゅんプラ
ン～の周知を図るため、計画のダイジェス
ト版による周知・広報啓発を行います。ま
た、講演会などを開催し計画の周知を図り
ます。

・パネル展やホームページ等を通
し、第三次南風原町男女共同参画
計画～まじゅんプラン～のダイ
ジェスト版による、周知・広報啓
発を行った。

・新型コロナ感染症拡大の影響に
より、イベント等における講演会
等の開催ができず、周知・啓発活
動が不十分であった。

・子どもから大人までの周知及び
理解を深めるため、新たな広報媒
体の活用等も検討する。

Ａ

④ＳＤＧｓを踏まえ
たジェンダー平等の
啓発・理解

　ＳＤＧｓが目指す17の目標のうち、目標
５にあたる「ジェンダー平等の実現」につ
いて周知・広報を行うほか、ＳＤＧｓの目
標達成に向けた取組の普及啓発と理解を図
ります。

・第三次南風原町男女共同参画計
画～まじゅんプラン～にＳＤＧｓ
との関係性について記載した。
・ＳＤＧｓ目標５の「ジェンダー
平等の実現」に向けて、男女共同
参画週間パネル展を開催した。
・ホームページや広報はえばるを
通じて、パネル展の周知・広報を
行った。
・南風原高校への出前講座
（11/9実施）により、「男女共
同参画社会について」の講座を実
施し、高校生へ講座を実施した。

・ジェンダー平等の実現について
の普及啓発の際に、ＳＤＧｓの観
点も含めた普及啓発に取り組む必
要がある。

・持続可能な開発目標であるＳＤ
Ｇｓの視点を今後の広報活動にも
取り入れ、また、出前講座の依頼
等に積極的に対応し、学習の機会
を設ける。

Ａ

担当課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

企画財政課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

⑤ＳＮＳ等を活用し
た男女共同参画情報
誌の発刊

　男女共同参画に関する情報、事例紹介等
の新たな情報発信手法として、ＳＮＳ等を
活用した男女共同参画情報誌を発刊し、男
女共同参画が町民によりわかりやすく、よ
り身近に感じられ、より情報を入手しやす
くなるように図ります。

・情報誌を発刊することができな
かったが、パネル展開催や相談窓
口、また新たな制度である「AV出
演被害防止・救済法」の周知な
ど、ホームページ、ＬＩＮＥ等で
の周知を行った。

・情報誌の発刊にあたっては、男
女共同に関する情報を身近に感じ
られるよう取り組む必要がある。

・ＳＮＳ活用による男女共同参画
情報誌発刊に向け、方法や媒体等
について先進地事例等を調査研究
する。

Ｃ

⑥男女共同参画「Ｑ
＆Ａ」の町ホーム
ページへの掲載

　男女共同参画に関する基礎知識の普及を
図るため、男女共同参画についての趣旨、
必要性、事例などをＱ＆Ａ形式でホーム
ページに掲載し、町民によりわかりやすく
男女共同参画について伝えていきます。

・Ｑ＆Ａ形式のホームページ掲載
については「AV出演被害防止・救
済法」についてのみとなった。

・町民に分かりやすく伝えるた
め、質問内容について精査する必
要がある。

・理解を深めてもらうための質問
選定を行い、周知に努める。

Ｃ

企画財政課

企画財政課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課
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(2)人権と多様性を尊重するための教育・学習機会の充実

・宮平保育所運営事業や園児の保
育において、家庭との連携のも
と、固定的性別役割分担意識を植
え付けない教育の推進。
・性別に関係なく児童を「さん」
付けで呼ぶなど、園内研修の実
施。

・今後も継続して取り組んでい
く。

・今後も児童らの成長に応じて、
性別役割分担意識を植え付けない
保育を実施していく。

Ａ

・幼稚園では名前を呼ぶときは
‘○○さん’で統一して男女分け
しない。また、ゴムぞうりも男女
で色分けせず、クラス単位で色分
けを実施している。

・継続した取組とするために、職
員間の引継ぎ、年度始めに確認す
ることが求められる。

・年度始めにおいて、これまでの
取組内容について確認し、継続し
て推進していく。

Ａ

②児童生徒へのジェ
ンダー平等の学習機
会・学校生活の推進

　道徳の時間や総合的な学習の時間等、あ
らゆる場面を通し、固定的性別役割分担意
識を植え付けないジェンダー平等の学習機
会や学校生活を推進します。
　また、ＬＧＢＴ等、性の多様性について
理解するための人権教育について、子ども
の発達段階に応じた取組を推進します。

・各学校において道徳教育推進教
師、人権教育担当が計画的に推進
している。

・計画的に推進していくために、
若手教員や中堅教員の育成が必要
である。

・若手教員や中堅教員育成のため
の研修会への参加促進や外部人材
を活用した取組の推進を図る。

Ａ

③主体的な進路選択
を支えるキャリア教
育の推進

　次世代を担う子どもたちが性別に捉われ
ることなく、それぞれが望む進路を主体的
に選択でき、幅広い分野に進めるよう、適
切な進路指導やキャリア教育の推進を図り
ます。

・「学校応援隊はえばる」など地
域ボランティアを活用し、キャリ
ア教育・進路指導の計画を立案
し、職場体験学習等において指導
している。

・地域ボランティアの活用だけで
なく、各教科等横断的・総合的な
計画を編成し取り組むことが求め
られる。

・各学校における教育課程の点
検・見直しを行い、カリキュラ
ム・マネジメントを通してキャリ
ア教育の推進を図る。

Ａ

・性別に関係なく児童を「さん」
付けで呼ぶなど、園内研修の実
施。

・今後も継続して取り組んでい
く。

・今後も児童の成長に応じて、性
別役割分担意識を植え付けない保
育を実施できるよう、研修を継続
していく。

Ａ

・幼稚園や小･中学校の教職員に対
して男女共同参画等の研修を実
施。
・保護者に対しても同様の研修会
の機会をもうけている。

・継続した取組とするために、職
員間の引継、年度始めに確認する
ことが求められる。

・研修の機会の充実を図ると共
に、施設訪問等を通して、参画意
識の高揚に努める。

Ａ

こども課

学校教育課

①幼児期における
ジェンダー教育の推
進

　子どもの成長・価値観の形成に大きな影
響を与える幼児期において、家庭との連携
のもと、保育所や幼稚園で固定的性別役割
分担意識を植え付けない教育を推進しま
す。

④保育、教育関係者
に対する男女共同参
画に関する研修の充
実

　保育士や教職員等の関係者に対して、男
女共同参画意識の更なる高揚を図るため、
研修機会の充実を図ります。

学校教育課

学校教育課

こども課

学校教育課
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⑤学校教育での人権
教育等の推進

　人権ガイドブックの活用をはじめ、道徳
の時間や平和学習、総合的な学習の時間
等、あらゆる場面を通し、学校教育におい
て多様性を認め合える人権教育やＤＶ等の
教育を推進します。

・教育計画の中で「人権教育計
画」を立案し実施しています。人
権擁護委員によるいじめ防止授業
などの実施。

・教育計画に基づいた授業は実施
しているが、日常化につなげる取
組について検討・見直しが必要。

・人権教育計画に基づいた人権教
室等の実施を通して、日常化につ
なげるために児童会・生徒会活動
の充実を図る。

Ａ

・男女共同参画週間(6/23～
6/29)において、パネル展を開催
し、メディアリテラシーについて
のポスターを掲示し、広報・啓発
活動を行った。
・メディアリテラシーについての
ポスター展示を行い、広く町民に
広報・啓発活動をすることができ
た。

・メディア（ＳＮＳやインター
ネット等）が発信する情報を男女
共同参画の視点から読み解くため
の視点等について引き続き周知・
啓発等を行う。

・パネル展やホームページ等にお
いて人権尊重の観点を踏まえた情
報モラルについて周知する。

Ａ

・いじめ防止を例題として、ＳＮ
Ｓなどの取り扱いなど、ネット情
報について、授業や講話の実施

・情報教育計画や人権教育計画と
連携した取組となるよう検討・見
直しが必要。

・ＳＮＳ等メディアリテラシーに
ついては、情報教育だけでなく人
権教育や各教科の指導においても
関連づけた指導を行う。

Ａ

⑦性教育・思春期教
育の推進

　すべての人がともに性に関する正しい知
識を持ち、命の大切さや親になることの意
義、人権尊重について理解と認識を深める
ため、発達段階に応じた性教育・思春期教
育を推進します。

・小学3年生以上の児童・生徒に
対し保健体育の時間を活用して実
施。

・夏休み等長期休暇前に、性に関
する指導を行うと共に、保護者向
けの講話を行うことも必要。

・保健師等専門的立場にある方を
講師として招聘し、児童生徒だけ
でなく保護者向けの講話を実施し
ていく。

Ａ

⑥人権の尊重を踏ま
えたメディア・リテ
ラシーの推進

　情報化社会の中で、人権を尊重した情報
モラルを身につけられるよう、ＳＮＳやイ
ンターネットの活用に係るメディア・リテ
ラシーについて、人権尊重の観点を踏まえ
た情報モラルの周知と指導を行います。

学校教育課

学校教育課

企画財政課

学校教育課
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実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

方針２．女性の活躍のための方策の推進

(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

総務課

・特別職報酬等審議会委員につい
て、男女の比率を50％で選任し、
議員報酬について様々な視点から
の意見を得た。（女性委員３人/６
人中）
・南風原町防災会議については、
幅広い人材の登用を行い、各専門
分野の意見をもとに地域防災計画
の修正を行った。（女性委員１人
/13人中）

・委員の任命に関しては、条例で
定められているものが多いことか
ら、男性の比率が高い傾向にあ
る。

・委員の選任方法について、女性
委員の比率を高めることや多様な
意見を集約できるよう努める。

Ａ

企画財
政課

・総合計画等審議会（女性委員６
人/14人中）
・まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会（女性委員２人/１０人
中）
・男女共同参画推進会議（女性委
員６人/９人中）
・男女にとらわれず幅広い人材の
登用を行ったため、女性委員の比
率が高くなっており、男女にとら
われない様々な意見を取り入れる
ことができた。

・引き続き、幅広い人材の登用に
より、政策・意思決定過程への多
様な視点や考え方をまちづくりに
反映させる必要がある。

・引き続き公募委員募集等を行
い、幅広い人材の登用を図るとと
もに、他課に対しても男女を問わ
ず幅広い人材の登用を図るよう促
す。

Ａ

こども
課

・地域福祉推進計画評価委員会
（女性委員３人/9人中）
・子ども・子育て支援事業計画策
定委員会（女性委員５人/10人
中）
・児童館運営委員会（女性委員１
人/6人中）

・各委員会において、女性委員の
参加を促進した。

・引き続き継続実施していく。 Ａ

国保年
金課

・国民健康保険運営協議会（女性
委員3人／７人中）

・約半数が女性委員であり、幅広
い意見が聴取できる体制となって
いる。公募での委員選任ができて
いないことが課題。

・委員登用については、可能な限
り公募で委員募集を行っていく。

Ａ

保健福
祉課

・地域包括ケア推進協議会委員
（女性委員3人/9人中）
・障がい者自立支援協議会（女性
委員 5人/10人中）

・当課の所管する協議会や計画策
定委員は、障がい者・高齢者福祉
事業所や専門家、当事者等が参加
するため、性別によって委員を選
任することが困難な場合も想定さ
れる。

・委員の選任にあたっては、なる
べく男女比に差が生じないよう努
める。

Ａ

①審議会・委員会な
ど意思決定の場での
女性登用率の向上

　

　審議会・委員会委員の選任について、男
女を問わず幅広い人材の登用を図ります。
また、審議会・委員会等における女性委員
のいない審議会等の解消や、女性委員比率
の向上に向けて積極的に取り組みます。

全
課

5



第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

まちづ
くり振
興課

・都市計画審議会（女性委員2人
/10 人中）
・南風原町景観審議会（女性委員
2人/10 人中）
・幅広い人材の登用を実施したこ
とにより、各専門的な分野からの
意見を拝聴することができた。

・各種審議会、委員会等におい
て、男女にとらわれない様々な意
見を取り入れ町民と協働のまちづ
くりを推進できた。

・今後も性別にとらわれないよう
委員を登用し、様々な意見を取り
入れながら、協働のまちづくりを
推進していく。

Ａ

区画下
水道課

津嘉山北土地区画整理審議会につ
いては10名中8名を公募し、女性
の応募がなかったが、性別等にか
かわらず幅広い委員登用ができて
いる。

・幅広い人材の登用を図り、政
策・意思決定過程への多様な視点
や考え方をまちづくりに反映させ
るため、引き続き公募を行う必要
がある。

・引き続き公募委員募集等を行
い、幅広い人材の登用を図る。

Ａ

産業振
興課

・農業委員(女性委員１人/11人
中)
・農地利用最適化推進委員(女性委
員１人/５人中)
・人･農地プラン作成作成事業検討
会(女性委員１人/６人中)

・農業委員、農地利用最適化推進
委員は公募後の選考であるが、女
性農業者の応募が少ない。
・人農地プランは、公募ではなく
農業専門職等が委員となる。

・可能な限り公募で委員募集を行
い、公募によらない場合であって
も女性委員の比率を高めるよう努
める。

Ａ

学校教
育課

・教育支援委員会(女性委員12人
/15人中)
・いじめ問題対策連絡協議会(女性
委員１人/15人中)
・いじめ防止等専門委員会(女性委
員2人/5人中)

・教育支援委員会及びいじめ防止
等専門委員会について、半数以上
が女性委員であり、幅広い意見が
聴取できる体制となっている。

・委員の選任にあたっては、なる
べく男女比に差が生じないよう努
める。

Ａ

生涯学
習文化
課

・社会教育委員(女性委員2人/5人
中)
・公民館運営審議会委員(女性委員
２人/5人中)
・文化センター企画運営審議会委
員(女性委員３人/７人中)
・文化財保護委員会委員(女性委員
１人/5人中)
・町立図書館協議会委員(女性委員
４人/5人中)

・各委員会において、女性委員の
参加を促進した。

・引き続き委員の選任にあたって
は、なるべく男女比に差が生じな
いよう努める。

Ａ

①審議会・委員会な
ど意思決定の場での
女性登用率の向上

　

　審議会・委員会委員の選任について、男
女を問わず幅広い人材の登用を図ります。
また、審議会・委員会等における女性委員
のいない審議会等の解消や、女性委員比率
の向上に向けて積極的に取り組みます。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・町職員向けの研修会について、
新型コロナウイルス感染症拡大の
ため、開催には至らなかったが、
女性の働きやすい環境づくりのた
め、改定した第三次男女共同参画
計画について、全職員に周知し
た。

・研修会等により職員への周知を
図る必要がある。

・開催に向けて引き続き検討して
いく。

Ｄ

・研修等への参加については、男
女問わず受講勧奨を実施。
・女性職員の管理職への登用につ
いては、県内において高い登用率
となっており、Ｒ５.４.１現在７名
（出向含む）となっている。班長
以下の女性職員が身近に目標とす
るロールモデルとなっている。

・令和4年度の女性職員の庁内管
理職の登用率は、25%であるた
め、さらなる登用促進を図る必要
がある。

・身近な女性管理職の庁内講話・
研修を通じ、班長以下の女性職員
への仕事と家庭の両立支援を促し
昇進・昇格に係る動機付けができ
る環境整備に努める。

Ａ

・女性の採用・女性管理職登用に
関する啓発チラシ・ポスターを窓
口に設置し、商工会とも連携して
啓発に努めた。

・女性の登用・管理職登用の向上
を図るため、さらなる啓発が必
要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ａ

・女性の自治会長　５区／２０
区。

・令和4年度の女性自治会長は5人
で、全体の25％となっていること
から、まだ少ない状況にある。

・区長会の活動等の周知を行い、
連携しながら女性の方が区長・自
治会長を目指していける雰囲気作
りに努めていく。

Ａ総務課

③民間事業所・団体
等に対する女性の管
理職登用の啓発実施

　民間事業所や商工会等関係団体、自治会
等に対し、女性の登用・女性管理職登用の
啓発を図ります。

産業振興課

②役場女性職員の管
理職等への登用促進

　女性職員について、研修などへの積極的
な参加を促すとともに、能力のある女性の
昇任・管理職への登用、職域の拡大を図る
など、積極的改善措置(ポジティブアクショ
ン)の働きかけを行います。
　また、このような女性職員をサポートす
るため、多くの職員の理解がある環境を整
備します。

企画財政課

総務課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

・「女性の翼」への推薦依頼を各
種団体へ行った。

・自己負担が大きいため応募者が
おらず推薦できなかった。
・研修先によって応募者がいない
場合がある。

・引き続き、「女性の翼」等の研
修に推薦していくとともに、他の
研修へも積極的に情報を周知し、
参加できるようにする。

Ｃ

・町女性連合会が主催する女性
リーダー研修会に対し、研修企画
の助言等で支援を行った。
・コロナ禍だが、会員の要望によ
りリーダー研修を開催。会員相互
の親睦を深め、資質向上を図っ
た。

・コロナの影響により規模は縮小
されたが、継続して活動すること
により町女性連合会の活性化につ
なげる事が必要。

・継続して活動することにより町
女性連合会の活性化につなげる。

Ａ

②女性団体等交流会
の実施と連絡協議会
の設立支援

　女性団体等交流会を開催するとともに、
女性団体の連携を図りながら町女性団体連
絡協議会の立ち上げを支援します。

・女性団体等交流会を開催する予
定をしていたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大により交流会を開
催することができなかった。

・団体設立には機運醸成の場を設
ける必要がある。

・今後は女性団体等交流会を開催
し、連絡協議会の設立に向け、機
運醸成につなげる。

Ｄ

・新型コロナウイルス感染症拡大
等により関係機関が実施する講座
等の開催が少なくなっており、ま
た、講座等の周知を控えた。

・今後も関係機関が実施する講座
等について周知・広報が必要。

・関係機関が実施する講座等につ
いて周知・広報を行う。

Ｄ

・性別に関わらず広く募集、男女
共同参画の視点に立った学習を推
進している。

・様々な地域活動へ町民の参画を
促進、男女共同参画の視点に立っ
た学習を推進が必要。

・今後も男女共同参画の視点に
立った学習を推進する。

Ａ

④女性起業家への支
援

　町商工会や金融機関等の関係機関等と連
携し、女性起業家育成のための講座の実
施、情報提供や相談を行います。

・町商工会と連携し、男女の区別
なく創業支援事業計画に基づく創
業支援セミナーの実施や創業に関
する情報提供、相談対応を行っ
た。

・特定創業支援等事業により支援
を受けたことの証明書の交付を
行った方が町商工会のセミナー受
講者のみであった。他の支援機関
で実施しているセミナーについて
周知強化が必要。

・コザ信用金庫や一般社団法人ア
ントレプレナーシップラボ沖縄で
もセミナーを実施していることに
ついて、窓口、ホームページ等で
周知する。

Ａ

⑤ＳＤＧｓを活用し
た女性のエンパワー
メントの推進

　町内の女性団体等に対して、ＳＤＧｓに
関連する活動・セミナー・交流を推進する
ことで、各団体間の連携を促進し、ＳＤＧ
ｓの活用による女性のエンパワーメントの
推進を図ります。

・新型コロナウイルス感染症拡大
のため、研修を開催することがで
きなかった。

・女性団体等交流会等の開催によ
り、連携を促進し、エンパワーメ
ントの推進を図る必要がある。

・関係機関と連携し、女性団体等
の交流、連携促進のための企画を
行う。

Ｄ

①女性リーダーの育
成

　各団体や地域等で活動する女性リーダー
の育成に向け、国内外の各種研修への派遣
や女性リーダー研修の実施、女性のエンパ
ワーメントにつながる生涯学習講座等の実
施を図ります。

生涯学習文
化課

産業振興課

③女性のための講座
等の周知・広報

　関係機関等が実施する、女性の人材育成
講座等に関する情報の周知・広報を行いま
す。

企画財政課

企画財政課

生涯学習文
化課

企画財政課

企画財政課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

・区長会において各自治会の様々
な課題や事例などを協議し、共有
することで、老若男女問わず様々
な世代の町民が地域の活動に参画
しやすい環境づくりに寄与するこ
とができた。

・自治会加入率の低下により、自
治会活動や地域コミュニティの形
成が難しくなってきている状況が
ある。

・自治会加入率を向上させる取組
を検討し、自治会活動のさらなる
活性化や老若男女が楽しく安心し
て生活できる地域づくりに寄与し
ていく。

Ｂ

・南風原高校へ出前講座を開催す
るなど、町民の地域活動への参画
の促進を図った。
・出前講座やパネル展等の機会を
通して、行政の役割を町民にも共
有してもらうことができ、町民と
の協働のまちづくりに寄与するこ
とができた。

・性別や年齢に関係なく、多くの
町民が自治会や各種団体などの活
動に参加できるよう、男女共同参
画に関する周知を図っていく必要
がある。

・性別に関係なく、様々な町民に
対して、出前講座等を開催し、町
民の地域活動への参画を促進し、
多様な住民が地域活動に参画でき
る体制を整えていく。

Ｃ

・資源ごみ集団回収、はえばるエ
コセンターの環境講座や資源ごみ
の集団回収は様々な団体が登録し
ており、集団回収事業に参画して
いるはえばるエコセンターの運営
も女性が運営しており多様な参画
を促進した。

・環境保全の取組に興味関心があ
るのは高齢者・女性・子どもが多
い。

・はえばるエコセンターが企画す
る講座に男性も参画するよう働き
かけていく。

Ａ

・各字（自治会）老人クラブへ活
動補助金を助成することにより、
自治会活動や様々な地域活動への
参画を促進している。

・ここ3年余はコロナ禍で思うよ
うな活動ができなかったため、今
後は活動が活発化すると思われ
る。引き続き、活動に対し支援を
行う。

・引き続き各字(自治会)老人クラ
ブへの活動補助金を助成し、町社
協と連携し様々な地域活動等への
参画を促進する。

Ａ

・体育協会事業について、コロナ
禍による中止が続いていたが、令
和４年度は制限付きで再開され
た。競技参加チームは令和元年度
の181チームから135チームへと
減少となった。

・参加チームの増加に向けて、コ
ロナ禍の影響も大きいが、広報活
動や各自治会との連携も必要とな
る。

・事前に各自治会へ年間スケ
ジュールを共有し、早めに参加者
を募るなど、これまでよりも各自
治会との連携を深めて事業を進め
ていく。

Ｂ

・公民館学級講座の募集において
は、性別に関わらず広く募集、男
女共同参画の視点に立った学習を
推進している。

・様々な地域活動へ町民の参画を
促進、男女共同参画の視点に立っ
た学習の推進が必要。

・今後も男女共同参画の視点に
立った学習を推進する。

Ａ

住民環境課

保健福祉課

教育総務課

生涯学習文
化課

①町民の自治会や各
種団体の活動への参
加促進

　すべての人がともに自治会や各種団体の
活動に参加し、多様な考え方が地域づくり
や各種活動に活かされるよう、広報や様々
な講座等を行い、自治会や各種団体の活動
など様々な地域活動への町民の参画を促進
します。

総務課

企画財政課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

②社会制度・慣行の
見直しと意識づくり

　家庭、職場、地域社会などにおける社会
制度や慣行(社会通念・習慣・しきたり)につ
いて、すべての人が社会の一員として対等
な立場で意思決定をし、自らの責任を果た
せるようにしていくなど、意識の啓発を図
ります。

・男女共同参画週間(6/23～
6/29)において、パネル展を開催
し、社会制度や慣行(社会通念・習
慣・しきたり)についての見直しと
その意識づくりのための広報・啓
発活動を行った。
・まじゅんプラン(概要版)に掲載
されているマンガを掲載したこと
により、町民が興味を引きやすい
ように掲示できた。

・引き続き、広報・啓発活動に取
り組む必要がある。

・広報の手法や広報媒体等につい
て検討する。

Ａ

③伝統文化・芸能・
工芸における男女共
同参画への理解促進

　伝統的な性別意識・習慣のある伝統文
化・芸能・工芸について、性別に偏らず、
希望する人が参加できるように促すなど、
時代に合った伝統文化・芸能・工芸の保存
と継承について理解促進を図ります。

・美ら島沖縄文化祭にて「南風原
の村踊り」、国立劇場にて「南風
原の村遊び」と題し、住民が広く
参加できる民俗芸能交流事業を
行った。

・各字の民俗芸能保存会と連携
し、性別にとらわれず広く文化・
芸能を起点とした事業を継続して
いく。

・各字の民俗芸能保存会と連携
し、性別に偏らず、希望する人が
参加できるよう、文化・芸能を起
点とした事業を継続していく。

Ａ

④防災の分野に関す
る意見の反映や女性
委員の登用

　町の地域防災計画や災害時の避難、避難
所や被災後の生活での様々な問題を解決す
るために、女性やその他多様な方々の視点
を取り入れたり、防災会議の委員などに登
用を図ります。

・南風原町地域防災計画修正のた
めに南風原町防災会議を組織し、
女性委員を１人任命した。

・委員の任命に関しては、条例で
定められているため、女性に限っ
た任命について、多くの委員登用
ができない。

・女性に限った委員登用は難しい
が、今後もできるだけ女性の登用
を図っていくとともに、様々な形
で女性の意見を聞く工夫を行う。

Ａ

⑤第三次南風原町男
女共同参画計画～ま
じゅんプラン～推進
に向けた町民組織の
育成支援・連携体制
の充実

　地域や職域等で男女共同参画や、人権問
題等に関する調査、研究などの取組を行う
団体の育成を支援し、連携体制の充実を図
ります。

・新型コロナウイルス感染症によ
る緊急事態宣言等により女性団体
等交流会を開催することができな
かった。

・女性団体等交流会等の開催によ
り、連携を促進する。

・町民組織の支援として、女性団
体等交流会を開催していたが、令
和元年度から新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、交流会の
開催が難しくなった。今後は、対
面形式の会議だけでなく、Ｗｅｂ
会議等オンライン開催が可能か検
討していく。

Ｄ

企画財政課

生涯学習文
化課

総務課

企画財政課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

方針３．多様性を尊重し、すべての人が共に安心して暮らすための支援充実

(1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

・男女共同参画週間(6/23～
6/29)において、パネル展を開催
し、身体的・精神的・性的暴力な
ど様々なケースのＤＶについて広
報・啓発活動を行った。
・身体的・精神的・性的暴力など
の様々なケースのＤＶについての
ポスター展示を行い、広く町民に
広報・啓発活動をすることができ
た。
・南風原高校への出前講座
（11/9実施）により、「男女共
同参画社会について」の講座を実
施し、デートＤＶについても周知
した。

・パネル展やポスター展示を行
い、DV被害について広報・啓発活
動をすることができたが、子ども
たちへの周知の機会が少ないこと
が課題となっている。

・引き続き、地域全体への様々な
DV被害についての広報や啓発活動
を行い、児童や学生向けの出前講
座等の機会があれば積極的に参加
し周知を行う。

Ａ

・児童虐待・DV対策等総合支援事
業
家庭児童相談員の配置。
・家庭児童相談員を配置し、児童
虐待、DV等の相談対応。

・児童虐待の認知件数が増加する
中、特に面前ＤＶを起因とする子
どもへの心理的虐待につながる対
応が課題。

・配偶者や恋人等からの暴力を受
けた者への対応を行いつつ、関係
機関へ周知を引き続き行う。

Ａ

・高齢者虐待等について広報紙、
ポスター掲示等により周知を図っ
た。
・高齢者及び障がい者虐待の相談
について適宜対応し、関係機関と
も連携を図っている。
・障がい者虐待防止に関するパン
フレットを窓口に設置している。
・町内障がい福祉サービス事業所
等を対象とした「障害者虐待防止
研修会」を開催した。（2/24）

・高齢化社会の到来や社会情勢の
変化により、様々な生活様式の中
で高齢者や障がい者が生活してお
り、抱える問題も複雑化・多様化
しているが、どの分野においても
マンパワー不足が課題となってい
る。

・高齢者及び障がい者虐待防止等
について、引き続き周知を図って
いく。
・虐待案件が発生した際は、関係
機関や専門家等とも連携し、迅速
に対応する。
・虐待防止研修会等を継続的に開
催する。

Ａ

・小学3年生以上の児童・生徒に
対し保健体育の時間を活用して実
施。

・夏休み等長期休業前に、性に関
する指導を行うと共に、保護者向
けの講話を行うことも必要。

・保健師等専門的立場にある方を
講師として招聘し、児童生徒だけ
でなく保護者向けの講話も実施す
る。

Ａ学校教育課

企画財政課

こども課

保健福祉課

①ＤＶ・虐待等に関
する情報の周知広報
充実

　配偶者や恋人等からの暴力を根絶するた
め、ＤＶ防止法の周知徹底を図るととも
に、ポスター等各種広報媒体を活用し、身
体的・精神的・性的暴力などの様々なケー
スがＤＶに該当することを周知します。ま
た、関係各課との連携のもと、高齢者虐待
防止法や障害者虐待防止法等の周知と合わ
せ、あらゆる暴力・性犯罪等の根絶に向け
た効果的な周知活動を展開します。
　周知広報は、地域全体に対するもののほ
か、幼稚園、保育所、学校等といった、子
どもに関連する関係機関等へも行います。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・町ホームページやパネル展にお
いて相談窓口一覧を掲載し、ＤＶ
やあらゆる性暴力の防止と被害者
のための相談窓口についての情報
提供を行い、広く町民に広報・啓
発活動をすることができた。

・相談窓口等について、情報が必
要な人に情報提供ができるよう、
効果的な広報媒体の検討が必要。

・引き続き男女共同参画週間のパ
ネル展とホームページ等で相談窓
口一覧を掲載しするとともに、そ
の他関係機関やSNS等による情報
提供を行う。

Ａ

・児童虐待・DV対策等総合支援事
業
家庭児童相談員の配置。
・家庭児童相談員を配置し、児童
虐待、DV等の相談対応。

・児童虐待の認知件数が増加する
中、特に面前ＤＶを起因とする子
どもへの心理的虐待につながる対
応が課題。

・配偶者や恋人等からの暴力を受
けた者への対応を行いつつ、関係
機関へ周知を引き続き行う。

Ａ

・要保護児童対策地域協議会やケ
－ス会議への参加、サポート会議
の開催を行い、関係機関との連携
を図っている。

・担当者が変わる際の引継を確実
に行う必要がある。

・学校や関係機関との連携を密に
するとともに、担当者間の引継を
確実に行う。

Ａ

・児童虐待・DV対策等総合支援事
業
家庭児童相談員の配置。
・家庭児童相談員を配置し、児童
虐待、DV等の相談対応。

・児童虐待の認知件数が増加する
中、特に面前ＤＶを起因とする子
どもへの心理的虐待につながる対
応が課題。

・配偶者や恋人等からの暴力を受
けた者への対応を行いつつ、関係
機関へ周知を引き続き行う。

Ａ

・生徒指導主任・教育相談担当者
連絡会等において、虐待防止等に
関する情報の提供を実施。

・情報提供のみならず、事例を通
した研修会の開催。

・虐待防止等については、関係機
関との連携を図りながら、教職員
向け研修会を開催する。

Ａ

・要保護児童等対策地域協議会へ
参加し、各関係機関と意見交換や
情報共有を行い連携を図った。
・各関係機関と意見交換や情報共
有を行うことができ、連携強化を
図ることができた。

・引き続き、要保護児童等対策地
域協議会へ参加し、関係機関と情
報共有を行う。

・要保護児童等対策地域協議会へ
参加し、意見交換や情報共有を行
う。

Ａ

・児童虐待・DV対策等総合支援事
業
家庭児童相談員の配置。
・家庭児童相談員を配置し、児童
虐待、DV等の相談対応。

・要保護児童等対策地域協議会の
強化を図るため、関係機関との連
携が重要。特に教育機関との連携
は必須である。

・要保護児童等対策地域協議会と
教育委員会主催によるサポート会
議との連携を含めて、引き続き関
係機関との連携を強化していく。

Ａ

・要保護児童等対策地域協議会の
主管課であるこども課を中心に、
関係機関と連携して対応・対策に
努めている。

・社会情勢の変化により、様々な
生活様式の中で高齢者や障がい者
が生活しており、抱える問題も複
雑化・多様化している。どの分野
においてもマンパワー不足が課題
となっている。

・関係部署及び関係機関が連携
し、迅速に問題解決に取り組んで
いく。

Ａ

学校教育課

企画財政課

こども課

保健福祉課

企画財政課

こども課

学校教育課

こども課

④要保護児童等対策
地域協議会の充実

　ＤＶや各種虐待の防止、被害者への適切
な対応に向け、要保護児童等対策地域協議
会の強化を図るため、協議会の定期的な開
催、関係課や関係機関等との連携を強化
し、様々な事例に迅速対応を図ります。

③保育、教育関係者
へのＤＶ・虐待等に
関する研修機会等の
確保

　保育士や教職員等、乳幼児や児童生徒等
の関係者に対し、ＤＶや虐待防止の研修機
会等を設け、意識の向上を図ります。

②ＤＶ・虐待等に対
する相談窓口の周知
及び充実

　男女を問わずＤＶや虐待も含めたあらゆ
る暴力の防止と被害者の保護を図るため、
関係機関等による相談窓口の周知を行いま
す。
　なお、役場内においては、女性相談員の
増員を図るなど、プライバシーに配慮した
相談窓口の充実を図ります。また、学校に
おいても、児童虐待の相談先の周知を行い
ます。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・要保護児童対策地域協議会やケ
－ス会議への参加。

・担当者が変わる際の引継を確実
に行う必要がある。

・学校や関係機関との連携を密に
するとともに、担当者間の引継を
確実に行う。

Ａ

・要保護児童等対策地域協議会へ
参加し、各関係機関と意見交換や
情報共有を行い連携を図った。

・直接の相談が多くないため、相
談があった際の情報共有ルートの
検討が必要。

・要保護者が相談に来た際には担
当課へ迅速に情報共有を行う。

Ａ

・児童虐待・DV対策等総合支援事
業
家庭児童相談員の配置。
・家庭児童相談員を配置し、児童
虐待、DV等の相談対応。

・南部福祉事務所内の南部配偶者
暴力相談支援センターと連携を図
る。

・南部福祉事務所内の南部配偶者
暴力相談支援センターと連携を図
り、引き続き保護対象者の一時保
護等の対応を行って行く。

Ａ

⑥住民基本台帳事務
等における被害者保
護支援措置の実施

　ＤＶ及び虐待加害者が住民票の写し等を
不当に請求し、被害者の住所を探索するこ
とを防止するため、被害者からの申し出に
より支援借置を講じます。

・DV及び虐待加害者が住民票の写
し等を不当に利用して被害者の住
所を探索することを防止するた
め、被害者からの申し出により支
援借置を講じた。また支援措置の
継続や終了をする方の確認も事前
に行い、手続きの案内を行ってい
る。

・支援期間終了間近の申請者が、
継続や終了等の手続きの遅れが多
いので手続きの案内を早めにする
ようにしたい。

・住民環境課窓口へ来庁した場合
は担当者まで連絡してもらうよう
連携を図る。

Ａ

学校教育課

企画財政課

こども課

住民環境課

④要保護児童等対策
地域協議会の充実

　ＤＶや各種虐待の防止、被害者への適切
な対応に向け、要保護児童等対策地域協議
会の強化を図るため、協議会の定期的な開
催、関係課や関係機関等との連携を強化
し、様々な事例に迅速対応を図ります。

⑤一時保護施設(シェ
ルター)へのつなぎ支
援

　関係機関等との連携・調整を行う間、保
護が必要な人を一時保護施設(シェルター)に
つなぎ、利用が必要な人への対応を行いま
す。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(2)生涯にわたる健康づくりへの支援

①住民健診・がん検
診の充実

　すべての人が生涯にわたって心身共に健
康に過ごせるよう、住民健診やがん検診な
どの保健事業を充実します。特に、女性に
ついては、妊娠・出産期の健康管理をはじ
め、婦人がん検診の実施及び特定の年齢に
達した女性に対する子宮頸がん・乳がん検
診の受診啓発を継続するなど性差に応じた
支援を図ります。
　また、住民健診や婦人がん検診などの重
要性について若い世代への周知をさらに行
い、受診率向上を目指します。

【住民健診・がん検診の実施】
・個別医療機関での健診のほか、
年11回（うち日曜健診４回、ナイ
ト健診１回）集団健診を実施する
ことで、受診機会の充実を図っ
た。
【女性特有のがんへの支援】
・子宮頸がん・乳がん検診の実
施。
対象者へ無料クーポンを配布する
ことで、女性特有のがんの検診の
受診啓発を実施。その他、母子保
健事業実施時も必要に応じて検診
受診の啓発等を行った。

・女性特有のがんの受診率が20％
前後であり、受診率の低いことが
課題である。

・広報紙やＨＰ、ＬＩＮＥ等を活
用し各種健(検)診の受診啓発を実
施するとともに、受診券のオンラ
イン再発行依頼や集団健診のオン
ライン予約の実施等、受診しやす
い環境の整備を行う。

Ｂ

②リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツ
の意識啓発

　リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生
殖に関する健康と権利)の理念について普及
を図るため、情報提供を行います。

・健康相談等においてリプロダク
ティブ・ヘルス／ライツの理念に
基づいた相談や指導を実施した。

・心身の不調・子どもの発育等の
相談に対し関係機関に繋ぐことが
できた。

・おおむね実施できていた。 Ａ

・子どもの貧困対策事業
元気支援員の配置、こどもの居場
所及び若年妊産婦居場所の運営
居場所運営による対象者への支援

・若年妊産婦の認知から継続的な
支援につなげていく。

・引き続き、居場所におけるサ
ポート体制は、若年妊産婦のニー
ズに沿った形で進めていく

Ａ

・親子健康手帳発行時に保健指
導、栄養指導や情報提供を実施
し、安心して出産できる体制づく
りを行った。また、妊産婦訪問、
新生児訪問についても時期をみな
がら保健指導、栄養指導を実施し
た。

・低出生体重児の割合を減少させ
るための母親の生活習慣病予防な
ど、予防の観点での取組が課題で
ある。

・生活習慣病予防の保健指導・栄
養指導の充実を図る。

Ａ

こども課

国保年金課

国保年金課

国保年金課

③妊娠期からの切れ
目のない支援の推進

　妊娠初期から子育て期において、それぞ
れの段階に応じた相談支援を行う「子育て
世代包括支援センター」を中心に、妊娠期
からの切れ目のない支援を行い、親子健康
手帳発行時の保健指導、栄養指導をはじ
め、妊娠出産に関する健康相談、産後ケ
ア、保健指導、栄養指導等、母子保健サー
ビスを推進します。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境の整備

・高齢者の水中運動教室、筋力ト
レーニング教室、運動機能向上事
業等を実施。
・コロナ禍ではあったが、地域ミ
ニデイ、中央型ミニデイ、介護予
防サポーター養成講座等を適宜開
催。
・介護予防事業として毎年、短期
集中サービスC（筋力トレーニン
グ教室、水中運動教室）、一般介
護予防通所事業、高齢者筋力ト
レーニング事業、操体教室実施。
・令和３年度からノルディック
ウォーキング、ヨガ教室を開催。
・自分のペースで運動できる
ちゃーがんじゅう元気プロジェク
トを令和3年度から実施。

・各種運動教室等については、検
診結果等に基づいた指導・助言の
徹底を図る。
・ちゃーがんじゅう元気プロジェ
クトは自身で運動の大切さに気づ
き自ら運動を始めるきっかけづく
りとなるイベントであるため、よ
り多くの参加者が参加できるよう
周知徹底に努めたい。

・検診結果等に基づいた指導・助
言を徹底するためのわかりやすい
資料を作成する。
・ちゃーがんじゅう元気プロジェ
クトは、横断幕の早めの設置など
より良い周知方法を検討する。

Ａ

・雇用サポートセンターを運営
し、高齢者への就労支援を行っ
た。

・年齢制限のない（高齢者も可
能）求人募集が少ないため、雇用
サポートセンターの周知が必要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ｂ

②障がい者が安心し
て暮らせる環境の充
実

　障がいを理由とする差別の解消の観点か
ら、すべての人が、障がいの有無によって
分け隔てられることなく、相互に尊重し合
い、共に生きる地域づくりを推進します。
　また、障がい者の性別、年齢、障がいの
特性及び生活実態等に応じ、個別的な支援
の必要性を踏まえたきめ細かい支援を図り
ます。

・障がい者自立支援協議会の開催
及び部会の定期的開催。
・障がい福祉サービス事業所資源
マップ作成。
・南風原高校で出前講座
（11/9）。
・障害者週間イベントとして、町
内のスーパーで障害者就労支援事
業所製品販売会実施（12/3～
12/9）。
・障がい者福祉施設に参加してい
ただき、障がい者スポーツのボッ
チャを南風原町版にアレンジした
「か･ボッチャグランプリ」を開
催。
・障害者週間パネル展示実施。
・手話に関するパネル展実施。

・コロナ禍ではあったが、町社協
や町内障がい者福祉サービス事業
所等関係機関の協力により、様々
な取組を実施することができた。
しかし、行政も含めどの事業所等
もマンパワー不足で調整等に時間
を要した。

・町と町社協、各事業所等が連携
して様々な取組を実施している
が、引き続き連携を密にして対応
していく。

Ａ

保健福祉課

産業振興課

保健福祉課

①高齢者が安心して
暮らせる環境の充実

　すべての人が、高齢になっても介護を必
要とせず、生きがいを持って暮らせるよ
う、生きがい活動の機会の確保や参加促
進、就労支援、介護予防事業の充実を推進
します。
　また、高齢者の性別や生活実態・ニーズ
を踏まえた包括的なケア体制充実を図りま
す。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(4)生活上の困難に直面するすべての人への支援

①生活困窮世帯への
自立支援

　生活困窮世帯の自立支援を図るため、生
活困窮世帯への自立相談支援や就労準備支
援などについて、パーソナルサポートセン
ター南部と連携を取りながら進めます。

・子ども家庭総合支援拠点事業
児童虐待・DV対策等総合支援事業
・社会福祉団体育成事業
家庭児童相談員、CSWの配置

・虐待・DV等の各種相談に対応、
今後も一層の連携が必要。

・引き続き、虐待・DV等の各種相
談に対応し、今後も一層の連携を
行って行く。

Ａ

②ひとり親家庭への
支援・自立の促進

　母子父子家庭医療費助成事業の継続実施
により、ひとり親家庭の負担軽減を図りま
す。
　また、母子家庭等就業・自立支援セン
ターなどの関係機関等との連携のもと、自
立に向けた生活就労支援や相談事業などの
支援策の実施を図ります。

・母子父子家庭医療費助成事業
母子父子及び児童について、医療
費助成を行う。
・医療費助成の他、母子家庭等就
業・自立支援センターなどの関係
機関等との連携のもと、自立に向
けた生活就労支援や相談事業など
の支援策の実施を図る。

・母子家庭等就業・自立支援セン
ターなどの関係機関等との連携を
強化していく。

・引き続き、母子家庭等就業・自
立支援センターなどの関係機関等
との連携を強化していく。

Ａ

③子どもの孤立(貧困)
の防止に向けた支援
の充実

　教育委員会を含む各関係機関等と連携
し、子どもの居場所事業により孤立してい
る子ども達やその世帯の支援を行います。

・子どもの貧困対策事業
元気支援員の配置、こどもの居場
所及び若年妊産婦居場所の運営
居場所運営による対象者への支援

・孤立している児童や当該世帯へ
の継続的な支援につなげていく。

・引き続き、居場所におけるサ
ポート体制は、児童や当該世帯の
ニーズに沿った形で進めていく。

Ａ

・子どもの貧困対策事業
元気支援員の配置、こどもの居場
所及び若年妊産婦居場所の運営
居場所運営による対象者への支援

・若年妊産婦の認知から継続的な
支援につなげていく。

・引き続き、居場所におけるサ
ポート体制は、若年妊産婦のニー
ズに沿った形で進めていく

Ａ

・親子健康手帳交付時の届出内容
や問診、面談等を通してスクリー
ニングを行い、こども課等へ繋げ
た。

・転入等の住民異動に伴う若年妊
産婦の把握等に課題がある。

・関係機関との連携を密に行い、
若年妊産婦の把握に努める。

Ａ

⑤若年期の自立支援
に向けた周知・広報

　働く自信がないなどの悩みを持つ若者の
自立支援を図るため、支援プログラムの作
成や社会的自立・経済的自立の支援を行う
「地域若者サポートステーション」の紹介
を行います。

・チラシを窓口に設置し、紹介に
努めた。

・地域若者サポートステーション
のさらなる周知が必要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ｂ

国保年金課

産業振興課

こども課

こども課

こども課

こども課

④若年妊産婦に対す
る支援の充実

　保健師や助産師と連携しながら、若年妊
産婦への専門的な助言・指導による産前か
らの切れ目のない支援を行うとともに、生
活困窮世帯の若年妊産婦に対して、安全安
心な居場所を提供し、人とつながり、社会
とつながる機会を作りながら寄り添い支援
を行います。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

方針４．仕事と生活における男女共同参画の推進

(1)ワーク・ライフ・バランスによる男女共同参画の推進

①仕事と生活の両立
支援と働き方の見直
し

　男女共同参画週間に「町民ホール」や
「南風原ギャラリー」でワーク・ライフ・
バランスについてのパネルを展示し、仕事
と生活の調和が保たれるよう、働き方の見
直しについて啓発を図ります。

・男女共同参画週間(6/23～
6/29)において、パネル展を開催
し、ワーク・ライフ・バランスに
ついての周知・啓発を行った。

・パネル展以外にも引き続き、広
報・啓発活動に取り組む。

・関心を持ってもらうようなパネ
ル展となるよう工夫する。

Ａ

②子育て支援の充実

　仕事と子育ての両立や、子育てが安心し
てできる環境を整備するため、病児・病後
児保育等の多様な保育サービス、幼稚園で
の預かり保育、学童クラブの充実、認可外
保育施設への支援等を図ります。
　また、子育て支援センターの周知に努
め、地域への子育て支援を図るとともに、
男性の参加促進を働きかけます。

・子ども子育て支援事業
病児保育、学童クラブ、子育て支
援センターへの支援事業
・子育て世帯への継続的な支援

・仕事と子育ての両立支援の為
に、当該世帯の多様なニーズに応
えていく。子育て支援センターで
の男性の参加促進を図ってきた。

・引き続き、仕事と子育ての両立
支援の為に、当該世帯の多様な
ニーズに応えていく。子育て支援
センターでの男性の参加促進を
図っていく

Ａ

③介護サービス等の
充実

　仕事と介護の両立や、介護負担を軽減で
きる環境を整備するため、介護サービスの
充実を図るとともに、地域で高齢者や障が
い者を支援するボランティア等の育成・支
援を図ります。
　また、男性の介護参加を促進し、男女が
共に介護を担っていくように働きかけま
す。

・地域ケア会議を通して、サービ
スの充実を検討した。また、介護
予防サポーター養成講座を開催し
た。認知症カフェを開催し、認知
症の本人、家族のサポートを図っ
た。
・町内小学校で認知症の人を支援
する認知症サポーター養成講座を
開催した。
・地域型ミニデイサービス、操体
教室など地域の公民館で交流や健
康づくりの事業をボランティアの
協力により実施している。

・ここ3年余はコロナ禍で、大勢
が一同に会する事業の実施ができ
なかった。

・今後は、介護等に関する講演会
等の実施により、町民への周知を
図っていく。

Ａ

④男性に向けた各種
研修会、講座等の開
催

　家事・育児を分担するきっかけづくりと
して、男性を対象とした各種研修会や講座
等を実施し、男性が家事・育児を分担する
意識を促します。

・公民館学級講座の募集において
は、性別に関わらず広く募集、男
女共同参画の視点に立った学習を
推進している。

・様々な地域活動へ町民の参画を
促進、男女共同参画の視点に立っ
た学習の推進が必要。

・今後も男女共同参画の視点に
立った学習を推進する。

Ａ

⑤マタニティ教室や
両親学級等への父親
の参加促進

　マタニティ教室や両親学級への父親の積
極的な参加を促し、出産から育児について
両親でともに分かち合い、支え合っていけ
るように努めます。

・新型コロナの影響で本事業は中
止したが、代替策としてパンフ
レットを作成し、親子健康手帳交
付時の保健指導等で配布し、家庭
でも確認できるよう取り組んだ。

・新型コロナウイルス感染症の影
響で本事業の実施がなかった。

・個別的な相談支援等、様々な機
会を通して父親の参加を促してい
く。

Ａ

企画財政課

こども課

保健福祉課

生涯学習文
化課

国保年金課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・町子連会議時に各支部子ども会
や、ＰＴＡ支部懇談会開催時など
あらゆる機会を通して「家庭の
日」の周知を図った。
・家庭の日の周知により、家族が
ともに過ごす時間を持つことの
きっかけ作りができた。

・各子ども会やＰＴＡ支部懇談会
等の参加者へ周知が必要。

・今後も継続して周知を図ってい
く。

Ａ

・校長教頭連絡会や各学校便り等
で周知。

・ともに過ごす時間を持つため
に、各家庭への啓発。

・関係機関等と連携を密にし、
「家庭の日」についての周知を
図っていく。

Ａ

⑦家庭学級の推進

　各小・中学校ＰＴＡが中心となり開催す
る「家庭教育学級」に父親も参加できるよ
う環境づくりに努めます。併せて、男女共
同参画をテーマにした学習機会の創出も働
きかけます。

・町子連会議時に各支部子ども会
や、ＰＴＡ支部懇談会開催時など
あらゆる機会を通して「家庭の
日」の周知を図った。
・家庭の日の周知により、家族が
ともに過ごす時間を持つことの
きっかけ作りができた。

・コロナの影響により、開催数や
参加人数が減少したが「家庭の
日」の周知、家族がともに過ごす
時間を持つきっかけ作りができ
た。今後も継続して活動を続けて
いく

・オンライン開催など工夫して活
動を続けていく。

Ａ

学校教育課

生涯学習文
化課

生涯学習文
化課

⑥｢家庭の日｣の普
及・啓発

　各家庭でともに過ごす時間を持つように
心がけることを推進するため、「家庭の
日」(毎月第３日曜日)の普及運動の周知や、
児童生徒に対し絵画・ポスターコンクール
への応募を働きかけます。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート
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(2)職場における男女平等の実現

・令和4年度の女性職員の管理職
登用については、７人（出向含
む）で、県内において高い登用率
となっている。また、職員の研修
等の参加については、男女問わず
受講勧奨を実施している。
・会計年度任用職員へパートタイ
ム有期雇用労働法に基づき労働条
件・説明義務を行っている。ま
た、職務に応じた賃金体系になる
よう県内市町村との均衡を図るよ
う努めた。

・令和4年度の女性職員の庁内管
理職の登用率は、25%であるた
め、さらなる登用促進を図る必要
がある。
・引き続きパートタイム有期雇用
労働法に基づいた就労環境の整備
及び普及・啓発を行う必要があ
る。

・採用・昇進・配置・研修等、性
別で不利な扱いを受けることがな
いよう引き続き、取り組んでい
く。
・引き続きパートタイム有期雇用
労働法に基づいた就労環境の整備
及び普及・啓発を行う。

Ａ

・男女共同参画週間(6/23～
6/29)において、パネル展を開催
し、パワー・ハラスメント防止等
についての広報・啓発活動を行っ
た。
・「パートタイム有期雇用労働
法」についての周知については町
HPへの掲載ができなかった。

・パネル展以外の普及啓発につい
ても検討する。また、「パートタ
イム有期雇用労働法」について周
知する。

・引き続き、職場において労働者
が不当な取扱いを受けないよう
に、SNS等も活用し情報を周知す
る。また、「パートタイム有期雇
用労働法」)の普及・啓発を図る。

Ａ

・「男女雇用機会均等法」や
「パートタイム有期雇用労働法」
に関するチラシ・ポスターを窓口
に設置し、商工会とも連携して啓
発に努めた。

・関係法令の周知のため、さらな
る取組が必要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ａ

・職員及び会計年度任用職員へ県
人事委員会・沖縄労働局において
ハラスメントを含めた苦情相談窓
口の案内（4/6）及び町職員ハラ
スメント防止規程（妊娠、出産、
育児又は介護に関するハラスメン
ト、パワー・ハラスメントを含め
た一部改正）を周知し、職場環境
の充実を図った（６／８）。

・引き続き各種ハラスメント防止
の周知に加え、研修等を勧奨する
など認識の醸成を図る必要があ
る。

・県市町村研修センターが行うハ
ラスメント研修の積極的な受講勧
奨を行う。

Ａ

・ハラスメントに対する認識の向
上や適切な対処に関するパンフ
レット等を窓口に設置し、商工会
とも連携して啓発に努めた。

・各種ハラスメント対策の周知や
ハラスメントに対する認識の向上
のため、さらなる取組が必要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ａ

産業振興課

総務課

産業振興課

総務課

企画財政課

①男女の均等な雇用
機会等の確保

　職場において、採用・昇進・配置・研修
等で、性別によって不利な扱いを受けるこ
とがないよう、事業所等への男女雇用機会
均等法の普及・啓発を行います。
　また、パートタイム労働者、契約社員、
派遣社員等の適切な処遇・労働条件の改善
に向けて、「パートタイム有期雇用労働
法」(令和２年<2020年>４月より施行)の普
及・啓発を図ります。

②各種ハラスメント
対策の周知

　誰もが働きやすい職場環境としていくた
め、事業主に対し、職場の各種ハラスメン
ト対策として雇用管理上講ずべき措置の周
知を行い、認識の向上や適切な対処体制の
構築等を促進します。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・職員及び会計年度任用職員への
産休・育休制度の周知を図り、希
望する職員に対して、取得できる
環境整備に努めた。

・令和4年度の機構改革におい
て、各部署において職員配置計画
が示されたことから、適正な職員
配置を推進する必要がある。

・財政状況を見ながら、計画的な
職員配置を行い、超勤時間の多い
部署の改善を図る。

Ａ

・妊娠中・出産後の女性が働きや
すい職場づくりや妊娠や出産を理
由とする不利益な取扱いの禁止に
関するパンフレット等を窓口に設
置し、商工会とも連携して啓発に
努めた。

・妊娠中・出産後の女性が働きや
すい職場づくりや妊娠や出産を理
由とする不利益な取扱いの禁止の
周知について、さらなる取組が必
要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ａ

・仕事と家庭の両立支援に向けて
人事院規則改正に伴う育児休業・
介護休業制度の条例改正を行い、
職場環境の充実を図った。

・男性の育児休業の割合が少ない
ことから、仕事と家庭の両立支援
を行い、職場環境の充実を図る必
要がある。

・男性職員への育児休業制度の周
知を行い、取得率向上に向けて勧
奨を行う。

Ａ

・育児休業や介護休業制度に関す
るパンフレット等を窓口に設置
し、商工会と連携して啓発に努め
た。

・育児休業や介護休業制度に関す
る啓発のため、さらなる取組が必
要。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ａ

・役場及び商工会窓口においてチ
ラシ・パンフレット等を設置し、
周知・啓発を行った。町広報誌及
びＨＰへの掲載はできなかった。
・チラシ・パンフレット等を閲覧
した町民・事業者への意識向上を
図ることができた。

・働く女性への妊娠中出産後の配
慮についてさらなるＰＲを行って
いく必要がある。

・パネル展や町ホームページ等に
よる広報活動を行う。

Ｂ

⑤就労環境改善の啓
発

　就業環境の改善を図るため、労働時間等
設定改善法、最低賃金等について町内事業
所への広報・啓発を行います。
　厚生労働省のイクメンプロジェクトサイ
トについて周知を図るなど、職場における
父親の働き方の見直し、育児参加に関する
啓発を行います。
　また、仕事と生活の調和について事業所
への啓発を行います。

・労働時間等設定改善法、最低賃
金や男性の育児参加に関するパン
フレット等を窓口に設置し、商工
会と連携して啓発に努めた。

・イクメンプロジェクトサイトの
周知ができなかったため、周知を
行う。

・町ホームページ等で周知を行
う。

Ｂ

総務課

産業振興課

企画財政課

産業振興課

総務課

産業振興課

③働く女性への妊娠
中・出産後の配慮

　女性労働者が妊娠中・出産後において健
康で働きやすい職場づくりを目指すととも
に、妊娠・出産を理由とする不利益な扱い
を受けないよう、啓発を行います。

　仕事と家庭生活の両立に向けて、事業所
に対し育児休業制度や介護休業制度の導入
を働きかけるとともに、男女ともに育児休
業・介護休業等が取得しやすい環境づくり
を促進します。

④育児・介護を支え
る職場環境の整備
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

・役場及び商工会窓口においてチ
ラシ・パンフレット等を設置し、
周知・啓発を行った。町広報誌及
びＨＰへの掲載はできなかった。
・チラシ・パンフレット等を閲覧
した町民・事業者への意識向上を
図ることができた。

・働く女性への妊娠中出産後の配
慮について更なるＰＲを行ってい
く必要がある。

・パネル展や町ホームページ等に
よる広報活動を行う。

Ｂ

・女性就業・労働相談に関するパ
ンフレット等を窓口に設置、町
ホームページに掲載をし、情報提
供を図った。

・引き続き、女性の雇用について
町民へ情報提供を行う。

・引き続き、女性の雇用について
町民へ情報提供を行う。

Ａ

⑦厚生労働省の｢ポー
タルサイト｣へ登録

　厚生労働省の「ポータルサイト」へ登録
し、随時、情報が取得できる体制をつく
り、広く町民へ情報提供を行います。

・厚生労働省のポータルサイト
「OnePublic」へ登録を行い、随
時、国からの情報を取得し、町民
へ情報提供を行った。

・引き続き町民へ情報提供を行
う。

・引き続き、「OnePublic」に登
録を行い、町民へ情報提供を行
う。

Ａ

・人間ドック・職場健診の受診及
びストレスチェックの受検の勧奨
及び産業医による休職者・メンタ
ル不調者の面談をプライバシーに
配慮しながら実施した。
・令和２年度から時間外勤務の上
限設定を実施しており、人間ドッ
ク等の受診勧奨等を併せて行うこ
とで、職員の長時間労健康管理や
健康維持に寄与することができ
た。

・ストレスチェック後の高ストレ
ス者で産業医面談等を希望しない
職員に対して積極的な勧奨が必
要。
・安全衛生委員会を開催できな
かったことから、早期に開催し、
さらなる職場環境の整備を図る必
要がある。

・引き続き時間外勤務上限設定や
職場健診、ストレスチェックの勧
奨・実施による現状を把握し、長
時間労働の抑制・メンタル不調の
低減に努め、職員が心身ともに充
実した状態で就業できるよう職場
環境境作りを行う。

Ａ

・メンタルヘルスや健康管理に関
するパンフレット等を窓口に設置
し、商工会と連携して啓発に努め
た。

・メンタルヘルスや職場における
健康管理について事業所等への啓
発のため、さらなる取組が必要。

・町ホームページで周知を行う。 Ａ

⑨家族従業者への支
援

　農業などにおいて女性が対等なパート
ナーとして経営等に参画できるよう家族経
営協定の確立の普及を、関係機関等と連携
して普及・促進します。

家族経営協定
・家族間において協定を組むこと
で農業経営へ参画可能となる。
・新規就農者において制度の案内
を行う。

・対象となる新規家族経営協定者
の増加に努める。

・対象農家へ案内を行い家族経営
協定の周知を図る。

Ｂ

企画財政課

産業振興課

産業振興課

総務課

産業振興課

産業振興課

⑥女性の再就職支援
に向けた情報提供

　出産後の女性の雇用について、関係機関
等との連携のもと、就職情報や講座に関す
る情報提供等を図ります。

⑧働く男女の健康管
理対策の実施

　長時間労働の抑制によるメンタルヘルス
の確保や職場における健康管理を進めると
ともに、事業所等への啓発を図ります。
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

方針５．多様性の視点を踏まえた平和への貢献と多文化理解の推進

(1)平和の継承と発信

①平和特別授業の開
催等の取組や平和学
習の推進

　平和教育において「南風原文化セン
ター」での戦争･平和に関する講話や展示
会、学校に出向いての特別授業を実施し、
平和の大事さや女性の視点での戦争被害や
平和への思いを伝えるなど、平和学習の機
会を充実します。

・学校コーディネーターと連携
し、各小中学校に出向いて、戦
争・平和に関する授業を行った。
・第89回企画展「復帰50周年
私たちが「日本」に帰ったと
き」、第90回企画展「声をひろう
人-モノを通した戦死者との対話-
」を開催した。

・沖縄戦から年月が経過し、戦争
体験者から直接話しを聞く機会を
設けることが難しくなっている。

・他自治体や団体等と連携し、沖
縄戦や平和について情報収集を行
うとともに、新たな学び方の工夫
に努める。

Ａ

②家庭･地域における
平和教育等の推進

　南風原文化センターや沖縄陸軍病院南風
原壕群を活用した平和教育及び女性の視点
での平和教育の機会確保を図るとともに、
南風原平和ガイドの会の育成･支援、平和ガ
イドとして町民の参画を促進します。

・新型コロナによる壕見学の制約
の一部を解消し、個人見学に限り
20号壕内の通りぬけ見学を実施し
た。
・見学者数は、新型コロナの影響
が徐々に解消されたこともあり、
4,427名に増加した。一方で、コ
ロナ禍以前と比較すると、見学者
数は50%程度に留まる。

・新型コロナの緩和により、制限
をかけていた壕の公開方法につい
て、コロナ以前の壕のみの見学に
加え、周辺戦跡の見学を加味した
見学行程を再考していく必要があ
る。
・壕の案内をする平和ガイドに高
齢世代が多く、今後も継続した案
内・公開について検討する必要が
ある。

・壕管理人室を拠点とした、壕周
辺戦跡の見学コースの検討及びガ
イドの配置を行っていく。
・平和ガイドについては、子ども
平和学習交流事業の卒業生などに
呼びかけ、若い世代の平和ガイド
の養成を実施していく。

Ａ

③平和事業の活動拠
点を活かした事業の
充実

　子ども平和学習事業の充実と、そのＯＢ
達からなる「アオギリ.com」及びその下部
組織の「南風原ユース」の組織強化などを
通し、継続した平和学習と実践的な活動の
拡充に取り組みます。

・町内4小学校6年生８人が学校長
から推薦され、事前学習・本研
修・報告会等を実施することがで
きた。

・各組織の活動を活かした平和事
業の検討をしていく。

・例年通りの参加児童（6年生）
と本事業のＯＢを結び、若者の新
しい感性で、平和を考える企画、
戦争の歴史と向かい合う機会を
作っていく。

Ａ

生涯学習文
化課

生涯学習文
化課

生涯学習文
化課
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第三次南風原町男女共同参画計画評価シート

　

施策名 取り組み内容 実施事業名称・内容・取り組み 取り組みの改善点（課題） 課題への対応策（案） 評価担当課

実績の評価（達成度の自己評価） A：75％～100％ B：50％～74％ C：25％～49％ D：０％～24％

(2)多文化理解の推進

①国際交流事業の充
実

　町内の中学生をハワイとカナダへ交互に
派遣し、海外の文化や現地生活の体験を通
して、外国における家庭や学校生活での男
女の役割分担を学ぶなど、多文化理解を深
め、広い視野を持った豊かな人材を育成し
ます。

・新型コロナウイルス感染症の影
響により事業中止

・派遣事業への参加者の人材活用
の方策を検討していく。

・今後も町内の中学生をハワイと
カナダへ交互に派遣し、海外の文
化や現地生活の体験を通して国際
理解を深め、広い視野を持った豊
かな人材の育成に努める。

Ｄ

②海外で活躍してい
る県系人との交流の
実施

　海外移住者子弟研修生受け入れ事業等を
行い、沖縄県や南風原町から海外へ移住し
た人と交流することで、現地での女性の置
かれている現状を把握するなど、互いの理
解を深め、多文化理解の向上を図ります。

・10月から11月の期間にブラジ
ルから研修生１人を受入れ、空
手・三線等の研修で沖縄の文化に
触れた。また、世界のウチナーン
チュ大会（はえばる交流会）やそ
の他イベントを通して、本町在住
の身内の方々や町民との交流を図
ることができた。

・派遣事業への参加者の人材活用
の方策を検討していく。

・受け入れ事業・派遣事業の参加
者を中心にリモート等で交流会を
行い、町内在住・海外町人会等と
継続した関係性を保っていく。

Ａ

・インド（インパール）からの学
芸員研修生を受入れ、平和を発信
する資料館としてのつながりを築
くことができた。

・各国の各分野での取組について
情報収集を行う必要がある。

・これまで携わってきた方々や団
体等と継続的な繋がりを保ちなが
ら、新たな繋がりに結びつく情報
収集等に努めていく。

Ａ

・外国語や外国語活動等を通し
て、国際理解について学ぶととも
に、外国人との交流等を通して異
文化に触れる機会を設定。

・幼稚園での活動において、限ら
れた期間での実施となっているの
で時間増が求められている。

・国際理解教育に基づき、異文化
理解や国際理解について学ぶ機会
を設定し取り組む。

Ａ

生涯学習文
化課

学校教育課

生涯学習文
化課

生涯学習文
化課

③多文化理解を深め
られる機会の創出

　海外展の開催や町内外に在住する外国人
と交流するイベントなどを開催することで
海外を身近に感じ、多文化理解を深められ
るような取組を充実させます。
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